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は
じ
め
に

　

明
治
政
府
が
藩
債
処
分
を
開
始
す
る
時
点
に
お
い
て
、
森
本
家
近
江
屋
猶
之
助

（
以
下
、
近
江
屋
と
記
す
）
の
大
名
貸
債
権
が
記
さ
れ
て
い
る
史
料
に
は
「
旧
諸

藩
御
証
札
員
数
目
録
」、「
証
券
覚
日
記
」、「
旧
公
債
五
十
ヶ
年
賦
証
券
内
訳
」
の

三
点
が
あ
る
（
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
所
蔵　

佐
古
慶
三
教
授
収
集
文

書
）。

　
「
旧
諸
藩
御
証
札
員
数
目
録　

初
戻
り（

１
）
」（
本
稿
で
は
以
下
「
証
札
員
数
目
録
」

と
略
す
）
は
、
作
成
年
代
は
未
詳
だ
が
、「
証
券
覚
日
記
」
と
内
容
を
比
べ
る
と
、

藩
債
処
分
で
の
旧
公
債
採
用
分
や
公
債
不
採
用
と
な
っ
た
藩
債
も
記
さ
れ
て
お

り
、「
証
券
覚
日
記
」よ
り
以
前
の
作
成
と
考
え
ら
れ
る
。そ
こ
で
は
、藩
が
四
二
件
、

熊
野
三
山
が
一
件
、
元
大
坂
町
奉
行
が
三
件
、
旧
幕
府
関
係
が
二
件
の
合
計
四
八

件
に
つ
い
て
、
残
銀
高
・
残
金
高（

２
）や

利
足
銀
高
・
利
足
金
高
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
の
個
別
的
な
発
生
時
期
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　
「
証
券
覚
日
記（

３
）
」
は
、
近
江
屋
の
債
権
で
も
、
藩
債
処
分
で
旧
公
債
に
採
用
さ

れ
た
藩
債
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
順
は
、
⑴
藩
債
の
発
生
、
⑵
藩
債
整
理

（
藩
債
の
長
期
年
賦
化
、
複
数
証
文
を
一
枚
の
証
文
へ
の
書
き
替
え
を
含
む
）、
⑶

元
入
高
（
藩
か
ら
の
返
済
金
銀
額
）、
⑷
藩
債
の
残
高
、
⑸
明
治
政
府
に
よ
る
藩

債
処
分
で
藩
債
の
残
高
か
ら
の
棄
捐
高
・
採
用
高
の
決
定
、
⑹
採
用
さ
れ
た
銀
高

の
金
額
へ
の
換
算
（
つ
ま
り
藩
債
処
分
で
の
旧
公
債
採
用
分
）、
⑺
明
治
政
府
か

近
江
屋
猶
之
助
両
替
店
の
大
名
貸
債
権

︱
︱
「
旧
諸
藩
御
証
札
員
数
目
録
」「
証
券
覚
日
記
」
の
分
析
︱
︱

須
　
賀
　
博
　
樹
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ら
近
江
屋
へ
の
旧
公
債
交
付
高
、
⑻
近
江
屋
森
本
家
に
お
け
る
旧
公
債
取
引
、
と

い
う
八
つ
の
過
程
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
旧
公
債
五
十
ヶ
年
賦
証
券
内
訳（

４
）」

は
、「
証
券
覚
日
記
」
の
⑴
～
⑷
の
過
程
の

内
容
と
ほ
ぼ
同
一
で
、
国
債
局
へ
出
さ
れ
た
書
付
で
あ
る
。

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
、「
証
券
覚
日
記
」
の
⑸
～
⑻
の
過
程
の
分
析
を
行
い
、
旧

公
債
は
額
面
価
格
よ
り
は
る
か
に
低
い
相
場
価
格
で
し
か
売
買
さ
れ
な
か
っ
た

が
、
債
務
の
返
済
で
そ
れ
を
用
い
ら
れ
た
場
合
に
は
、
売
買
さ
れ
る
場
合
よ
り
は

高
い
価
値
で
債
務
の
相
殺
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
述
べ
、
こ
の
近
江
屋
の
例
か
ら

は
、
売
買
で
は
額
面
価
値
よ
り
八
〇
～
八
四
％
の
減
価
だ
っ
た
が
、
債
務
返
済
の

手
段
と
し
て
な
ら
ば
約
三
〇
％
台
の
減
価
に
止
ま
っ
た
。こ
の
よ
う
な
背
景
に
は
、

無
利
息
五
〇
年
賦
の
旧
公
債
で
あ
っ
て
も
、
債
権
者
に
と
っ
て
は
債
務
者
に
貸
し

倒
れ
ら
れ
る
よ
り
は
、
政
府
か
ら
確
実
に
償
還
さ
れ
る
た
め
、
確
実
な
債
権
回
収

手
段
の
価
値
は
あ
っ
た
と
結
論
付
け
た（

５
）。

し
か
し
残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
、
藩
債

処
分
直
前
ま
で
の
藩
債
形
成
ま
で
は
分
析
で
き
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
本
稿
の
目

的
は「
証
券
覚
日
記
」の
⑴
～
⑷
の
過
程
を
分
析
対
象
と
し
て
い
き
た
い
。つ
ま
り
、

「
証
札
員
数
目
録
」（
全
容
）
か
ら
「
証
券
覚
日
記
」（
旧
公
債
採
用
分
）
へ
の
銀
高
・

金
高
・
金
高
（
永
）
の
変
化
や
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
、
近
江
屋
の
大
名
貸
の
傾

向
を
捉
え
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。

　

近
江
屋
の
大
名
貸
債
権
に
関
し
て
は
、
史
料
面
で
も
「
算
用
帳
」「
大
福
帳
」

等
の
会
計
帳
簿
は
残
さ
れ
て
お
ら
ず
不
明
な
点
が
多
い
。
わ
ず
か
に
残
る
史
料
に

基
づ
い
て
分
析
を
行
う
た
め
、
限
界
が
生
じ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。

一　

大
名
貸
債
権

１　

債
権
の
全
体
傾
向

　
「
証
札
員
数
目
録
」
と
「
証
券
覚
日
記
」
の
内
容
を
銀
高
・
金
高
・
金
高
（
永（

６
））

ご
と
に
表
し
た
も
の
が
表
１
に
な
る
。
表
１
に
お
け
る
各
項
目
に
つ
い
て
説
明
を

加
え
た
い
（
①
～
⑥
）。

①�

「
Ａ
・
Ｅ
：
残
銀4

高
」「
Ｆ
・
Ｊ
：
残
金4

高
」「
Ｋ
・
Ｏ
：
残
金
高
（
永
）」
は
近

江
屋
の
藩
に
対
す
る
貸
付
残
高
を
示
し
て
お
り
、「
証
札
員
数
目
録
」
と
「
証

券
覚
日
記
」
に
記
さ
れ
た
二
種
類
が
あ
る

4

4

4

4

4

4

。

②�

「
Ｂ
：
利
息
銀4

高
」「
Ｇ
：
利
息
金4

高
」
は
藩
へ
の
貸
付
残
高
に
対
す
る
近
江
屋

の
未
収
利
息
に
相
当
す
る
も
の
で
、「
証
札
員
数
目
録
」の
み
に
記
さ
れ
て
い
る
。

③�

「
Ｃ
：
元
銀4

高
」「
Ｈ
：
元
金4

高
」「
Ｍ
：
元
金
高
（
永
）」
は
近
江
屋
の
藩
へ
の

貸
付
額
全
体
を
示
し
て
お
り
、「
証
券
覚
日
記
」
の
み
に
記
さ
れ
て
い
る
。

④�

「
Ｄ
：
元
入
銀4

高
」「
Ｉ
：
元
入
金4

高
」「
Ｎ
：
元
入
金
高
（
永
）」
は
近
江
屋
の

貸
付
額
全
体
に
対
し
て
藩
か
ら
の
返
済
額
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
証
券
覚

日
記
」
の
み
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
①
の
貸
付
残
高
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
。

⑤�

「
証
札
員
数
目
録
」
に
あ
る
「
Ａ
：
残
銀
高
（
全
容
）」「
Ｂ
：
利
足
銀
高
」、「
証

券
覚
日
記
」
に
あ
る
「
Ｃ
：
元
銀
高
」「
Ｄ
：
元
入
銀
高
」「
Ｅ
：
残
銀
高
（
旧

公
）」
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
幕
末
の
大
坂
で
金
相
場
が
上
昇
し
、
銀
価
値
が

下
落
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
藩
へ
貸
付
け
た
時
期
に
よ
り
出
銀
高
を

金
へ
換
算
し
て
い
く
相
場
も
異
な
っ
て
い
く
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
合

計
額
」
の
銀
額
は
一
応
の
目
安
と
す
る
。
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⑥�
本
文
の
記
述
で
、
表
１
「
旧
諸
藩
御
証
札
員
数
目
録
」（
全
容
）
に
関
係
す
る

も
の
は
以
下
、「
全
容
」
と
略
し
、
表
１
「
証
券
覚
日
記
」（
旧
公
債
採
用
分
）

に
関
係
す
る
時
は
以
下
、「
旧
公
」
と
略
す
。

　

そ
れ
で
は
次
に
、
表
１
に
表
れ
て
い
る
銀
高
・
金
高
の
関
連
性
に
つ
い
て
考
察

し
て
い
き
た
い
。

　

表
１
「
Ａ
：
残
銀
額
（
全
容
）」
と
「
Ｅ
：
残
銀
額
（
旧
公
）」
が
一
致
す
る
藩

に
は
水
戸
・
田
原
・
加
納
・
高
槻
・
明
石
・
豊
津
・
秋
月
藩
が
あ
り
、
ほ
ぼ
一
致

す
る
名
古
屋
藩
を
含
め
て
も
八
藩
あ
る
。
同
様
に
、
表
１
の
「
Ｆ
：
残
金
額
（
全

容
）」
と
「
Ｊ
：
残
金
額
（
旧
公
）」
が
一
致
す
る
藩
は
館
藩
の
み
で
、
ほ
ぼ
一
致

す
る
豊
津
藩
を
含
め
て
も
二
藩
の
み
で
あ
る
（
表
１
の
網
か
け
の
部
分
）。

　

こ
の
よ
う
に
、「
員
数
目
録
」
と
「
証
券
覚
日
記
」
の
史
料
的
に
関
連
性
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、「
員
数
目
録
」
に
示
さ
れ
た
銀
高
・
金
高
は
、

明
治
政
府
に
よ
る
藩
債
処
分
が
行
わ
れ
る
時
期
の
、
森
本
家
近
江
屋
の
大
名
貸
債

権
の
ほ
ぼ
全
容
を
示
し
た
史
料
と
見
て
差
支
え
な
い
だ
ろ
う
。そ
の
理
由
と
し
て
、

表
１
に
お
い
て
「
員
数
目
録
」
に
金
銀
額
が
表
れ
て
は
い
る
が
、「
証
券
覚
日
記
」

に
は
金
銀
額
が
出
て
い
な
い
藩
も
多
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
表
１
で
「
員
数
目

録
」
か
ら
「
証
券
覚
日
記
」
へ
金
銀
額
が
出
て
い
な
い
藩
に
つ
い
て
は
、
次
の
三

つ
の
事
情
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

一
つ
は
、古
債
に
指
定
さ
れ
た
た
め
藩
債
処
分
で
は
棄
捐
と
な
っ
た
。
二
つ
は
、

藩
債
処
分
で
新
公
債
に
採
用
さ
れ
た
。
そ
れ
は
「
証
券
覚
日
記
」
が
、
藩
債
処
分

に
お
け
る
旧
公
債
採
用
分
の
形
成
過
程
と
取
引
等
を
記
載
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

新
公
債
ま
で
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
表
１
の
「
員
数
目
録
」
の
金
銀

額
の
内
か
ら
、
旧
公
債
採
用
分
を
除
き
、
ど
の
藩
債
が
新
公
債
に
採
用
さ
れ
た
か

に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
三
つ
は
、
明
治
維
新
で
朝
敵
藩
に
指
定
さ
れ
て
、
藩

債
処
分
で
旧
・
新
公
債
へ
は
不
採
用
と
な
っ
た
藩
債
で
あ
る
。

　

次
に
、
近
江
屋
の
貸
付
先
の
地
域
差
に
つ
い
て
特
徴
を
述
べ
て
い
き
た
い
。
貸

付
先
は
全
国
に
及
び
、
藩
に
つ
い
て
は
分
地
・
支
藩
も
含
め
、
東
北
（
蝦
夷
地
を

含
む
）
が
四
藩
、
関
東
が
四
藩
、
東
海
が
六
藩
、
北
陸
が
三
藩
、
関
西
が
七
藩
、

中
国
が
四
藩
、
四
国
が
二
藩
、
九
州
が
一
二
藩
で
あ
る
。
他
に
も
、
元
大
坂
町
奉

行
が
三
件
、
旧
幕
府
が
二
件
、
熊
野
三
山
が
一
件
あ
り
、
貸
付
先
の
総
数
は
四
八

件
に
な
る
。
そ
の
内
、
重
複
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
銀
債
権
が
あ
る
の
は
三
九

件
、
金
債
権
が
あ
る
の
は
二
七
件
に
な
る
。
表
１
の
「
Ａ
：
残
銀4

額
（
全
容
）」

と
「
Ｆ
：
残
金4

額
（
全
容
）」
を
地
方
別
に
集
計
し
た
も
の
が
、
銀
は
図
１
―
１
、

金
は
図
１
―
２
に
な
る
。
そ
の
貸
付
額
の
大
き
さ
か
ら
地
域
的
な
差
を
見
る
と
、

残
銀
高
で
は
東
北
が
七
〇
〇
〇
貫
目
台
、
九
州
が
六
〇
〇
〇
貫
目
台
・
関
西
が

三
〇
〇
〇
貫
目
台
と
続
く
。
残
金
高
で
は
九
州
が
二
万
九
〇
〇
〇
両
台
、
東
海
が

二
万
六
〇
〇
〇
両
台
、
旧
幕
府
が
二
万
両
台
、
関
西
が
一
万
七
〇
〇
〇
両
台
と
続

い
て
い
る
。
残
金
高
で
は
九
州
・
東
海
が
多
い
が
、
近
江
屋
に
と
っ
て
御
用
金
の

面
か
ら
旧
幕
府
も
か
な
り
大
き
な
債
権
者
だ
っ
た
こ
と
も
窺
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

残
銀
高
と
残
金
高
を
併
せ
て
考
察
す
る
と
、
額
で
は
九
州
が
最
も
多
く
な
り
、
次

に
関
西
も
そ
の
多
さ
が
目
立
つ
。

２　

残
銀
高
と
利
息
銀
高
の
分
析

　

残
銀
高
に
つ
い
て
、
表
１
「
Ａ
：
残
銀
高
（
全
容
）」
の
分
析
を
し
て
い
く
こ
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表１　大名貸し債権

東北
東北
東北
東北
関東
関東
関東
関東
東海
東海
東海
東海
東海
東海
北陸
北陸
北陸
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
中国
中国
中国
中国
四国
四国
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州
熊野三山
町奉行
町奉行
町奉行
旧幕府
旧幕府

地方 藩名等

合計額

家名
Ａ：残銀高（全容） Ｂ：利息銀高

「旧諸藩・御証札員数目録」
（全容）：銀 「証券覚日記」（旧公債採用分）：銀 「証券覚日記」（旧公債採用分）：金

Ｉ：元入金高Ｈ：元金高 Ｊ：残金高
（旧公）

Ｋ：元金
高（永）
（全容）

Ｌ：利息
金高
（永）

Ｍ：元
金高
（永）

Ｎ：元
入金高
（永）

「証券覚日記」
（旧公債採用分）：永 記事

「旧諸藩・御証
札員数目録」
（全容）：永

Ｏ：残金
高（永）
（旧公）

「旧諸藩・御証札員 数目録」（全容）：金

Ｄ：元入銀高 Ｅ：残銀高
（旧公）

Ｆ：残金高
（全容） Ｇ：利息金高Ｃ：元銀高

蝦夷地館
陸奥国会津
陸奥国盛岡
陸奥国仙台
常陸国水戸
常陸国土浦
武蔵国川越
一橋
三河国田原
三河国寺部
尾張国名古屋
美濃国加納
伊勢国津
伊勢国亀山
加賀国金沢
越前国福井
越前国鯖江
丹後国宮津
摂津国高槻
摂津国尼崎
大和国小泉
紀伊国新宮
播磨国明石
播磨国姫路
備前国岡山
備中国新見
周防国岩国
石見国津和野
土佐国高知
伊予国松山
豊前国豊津
豊後国府内
豊後国森藩分地
豊後国森
筑前国秋月
肥前国平戸
肥前国嶋原
肥後国人吉
対馬国厳原
日向国延岡
日向国佐土原
薩摩国鹿児島
紀伊国三山貸附金
元大坂御奉行
元大坂御奉行
元大坂御奉行
旧幕府御用金
旧幕府請持分

★★

★

★★

★★

★

★

★★

138,000.000
7,174,381.630
51,673.666
77,000.000
411,610.350
5,000.000

33,000.000
33,000.000
70,022.850
44,612.160
14,565.375

78,738.280
17.400

3,266.680
140,000.000
89,000.000

2,768,800.000
16,946.640
33,347.300
55,666.670
85,140.000

1.590
935,223.410
3,440.000
146,985.600
490,983.950
163,183.420
811,209.483
911,314.650
283,830.370
78,699.427
782,605.720
1,171,839.930
74,375.000
826,193.826
600,269.770

30,000.000

438,023.860
113,883.360

19,185,852.367

貫，匁． 貫，匁． 貫，匁． 貫，匁． 貫，匁． 貫，匁．文． 文． 文． 文．

☆

☆☆
☆☆

☆☆

3

3
3
2

1

1

3
3

3

2

1

2

0
1
2
2

2
3

2

2
0

0

2

2,682

850

3,190

520
521
2,300
2,717

20,678
1,078
4,512
2,299

814
4,127
12,150

1,998
79

4,000

3,183

729
24,183

965

325
300
300
200

20,200
140

115,045

朱分両 朱分両 朱分両 朱分両 朱分両

☆

☆☆
☆☆

☆☆

旧松前藩

名古屋藩家老

和歌山藩支藩

長門萩藩支藩

旧小倉藩

久留島修理、旗本

福岡藩支藩

旧対馬府中藩

跡部山城守良弼
阿部遠江守正蔵
水野若狭守忠一

2
1

2

2
3

1

3
1

3
2
2

2

1
3
3
3

2
2

1

3
1

0
1
3

0

1,341

510

100

182
56

2,600
122

12,680
6,187

39

298
1,289

331

117
718
230
198

27,005

3

3

2

2

2

2

0

3

4,470

1,160

571

22,213

200

12,000

3,248

11,909

715

56,487

2

2

3

2

1

1

1

1

3

1

1

1,788

60

84

1,589

82

600

64

1,427

0

5,696

2

2

3

3

238.300

99.000

12.500

118.444

468.244

25.0
110.0
50.0

95.0
236.5

26.9

87.1

8.3

12.5
25.0
25.0

939.6

908.90

12.50

3.46

924.86

534.80

25.00

32.75

0

592.55

3,677.42

600.00

542.25

3.46

4,823.13

0

2

0

3

2,682

1,100

487

20,620

117

11,400

3,183

10,481

715

50,785

★★

★

★★

★★

★

★

★★

65,136.00
2,445,179.74

930.05
35,410.00

19,200.00

10,800.00
28,099.50
4,410.00

49,280.00

181,350.00
102,240.00

33,893.28
4,704.00
17,082.66

28,335.44

1,364,117.57
50,105.74
79,404.17

1,179,628.97

53,564.80
1,665,288.60

277,747.22

83,370.00

7,779,277.74

77,000.000
368,600.000

84,000.000

300,006.100
104,095.000

140,000.000

3,059,000.000

55,000.000

1,546,510.000

153,110.000

973,829.650
259,530.000

760,450.000
1,160,306.240

726,193.826

9,767,630.816

0
38,789.650

51,000.000

230,000.000
59,482.840

0

290,200.000

3,333.330

641,401.930

6,124.400

62,515.000
73,428.000

122,844.280
179,495.400

0

1,758,614.830

77,000.000
329,810.350

33,000.000

70,006.100
44,612.160

140,000.000

2,768,800.000

51,666.670

905,108.010

146,985.600

911,314.650
186,102.000

637,605.720
980,810.840

726,193.826

8,009,015.926

松前
松平
南部
伊達
徳川
土屋
松平
一橋
三宅
渡辺
徳川
永井
藤堂
石川
前田
松平
間部
松平
永井
松平
片桐
水野
松平
酒井
池田
関
吉川
亀井
山内
松平
小笠原
松平
久留島
久留島
黒田
松浦
松平
相良
宗
内藤
島津
島津

跡部
阿部
水野
徳川
徳川

注１：蝦夷地館（松前）は史料では「陸奥国松前」とある。また、松前藩は集計上「東北」に分類した。
注２：館―大阪府裁判所へ出した「乍恐口上」（明治２年８月２日）では、松前藩は元金高4470両、元入金高1788両、当時残金　　　　　　　　　　　　　　高2682両（証文１通）。
注３：福井―大阪府裁判所へ出した「諸家様御証文之分」（明治２年７月）と「乍恐口上」（明治２年８月２日）では、残銀高　　　　　　　　　　　　　　  78貫738.28匁（証文２通）と元金高5395両・元入金高1000両・残金高4715両（証文３通）とある。
注４：藩・家名は日本史広辞典編集委員会編『日本史要覧』山川出版社、2000年、118 ～ 134頁を参照。 
出典：「旧諸藩・御証札員数目録  初戻り」（作成年未詳〔大阪商業大学商業史博物館所蔵  佐古慶三教授収集文書：近江屋F11-4〕）、　　　　　　　　　　　　　　「証券覚日記（森本店）」（明治６～８年〔同上  佐古文書：近江屋F11-16〕）より作成。
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表１　大名貸し債権

東北
東北
東北
東北
関東
関東
関東
関東
東海
東海
東海
東海
東海
東海
北陸
北陸
北陸
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
中国
中国
中国
中国
四国
四国
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州
熊野三山
町奉行
町奉行
町奉行
旧幕府
旧幕府

地方 藩名等

合計額

家名
Ａ：残銀高（全容） Ｂ：利息銀高

「旧諸藩・御証札員数目録」
（全容）：銀 「証券覚日記」（旧公債採用分）：銀 「証券覚日記」（旧公債採用分）：金

Ｉ：元入金高Ｈ：元金高 Ｊ：残金高
（旧公）

Ｋ：元金
高（永）
（全容）

Ｌ：利息
金高
（永）

Ｍ：元
金高
（永）

Ｎ：元
入金高
（永）

「証券覚日記」
（旧公債採用分）：永 記事

「旧諸藩・御証
札員数目録」
（全容）：永

Ｏ：残金
高（永）
（旧公）

「旧諸藩・御証札員 数目録」（全容）：金

Ｄ：元入銀高 Ｅ：残銀高
（旧公）

Ｆ：残金高
（全容） Ｇ：利息金高Ｃ：元銀高

蝦夷地館
陸奥国会津
陸奥国盛岡
陸奥国仙台
常陸国水戸
常陸国土浦
武蔵国川越
一橋
三河国田原
三河国寺部
尾張国名古屋
美濃国加納
伊勢国津
伊勢国亀山
加賀国金沢
越前国福井
越前国鯖江
丹後国宮津
摂津国高槻
摂津国尼崎
大和国小泉
紀伊国新宮
播磨国明石
播磨国姫路
備前国岡山
備中国新見
周防国岩国
石見国津和野
土佐国高知
伊予国松山
豊前国豊津
豊後国府内
豊後国森藩分地
豊後国森
筑前国秋月
肥前国平戸
肥前国嶋原
肥後国人吉
対馬国厳原
日向国延岡
日向国佐土原
薩摩国鹿児島
紀伊国三山貸附金
元大坂御奉行
元大坂御奉行
元大坂御奉行
旧幕府御用金
旧幕府請持分

★★

★

★★

★★

★

★

★★

138,000.000
7,174,381.630
51,673.666
77,000.000
411,610.350
5,000.000

33,000.000
33,000.000
70,022.850
44,612.160
14,565.375

78,738.280
17.400

3,266.680
140,000.000
89,000.000

2,768,800.000
16,946.640
33,347.300
55,666.670
85,140.000

1.590
935,223.410
3,440.000
146,985.600
490,983.950
163,183.420
811,209.483
911,314.650
283,830.370
78,699.427
782,605.720
1,171,839.930
74,375.000
826,193.826
600,269.770

30,000.000

438,023.860
113,883.360

19,185,852.367

貫，匁． 貫，匁． 貫，匁． 貫，匁． 貫，匁． 貫，匁．文． 文． 文． 文．

☆

☆☆
☆☆

☆☆

3

3
3
2

1

1

3
3

3

2

1

2

0
1
2
2

2
3

2

2
0

0

2

2,682

850

3,190

520
521
2,300
2,717

20,678
1,078
4,512
2,299

814
4,127
12,150

1,998
79

4,000

3,183

729
24,183

965

325
300
300
200

20,200
140

115,045

朱分両 朱分両 朱分両 朱分両 朱分両

☆

☆☆
☆☆

☆☆

旧松前藩

名古屋藩家老

和歌山藩支藩

長門萩藩支藩

旧小倉藩

久留島修理、旗本

福岡藩支藩

旧対馬府中藩

跡部山城守良弼
阿部遠江守正蔵
水野若狭守忠一

2
1

2

2
3

1

3
1

3
2
2

2

1
3
3
3

2
2

1

3
1

0
1
3

0

1,341

510

100

182
56

2,600
122

12,680
6,187

39

298
1,289

331

117
718
230
198

27,005

3

3

2

2

2

2

0

3

4,470

1,160

571

22,213

200

12,000

3,248

11,909

715

56,487

2

2

3

2

1

1

1

1

3

1

1

1,788

60

84

1,589

82

600

64

1,427

0

5,696

2

2

3

3

238.300

99.000

12.500

118.444

468.244

25.0
110.0
50.0

95.0
236.5

26.9

87.1

8.3

12.5
25.0
25.0

939.6

908.90

12.50

3.46

924.86

534.80

25.00

32.75

0

592.55

3,677.42

600.00

542.25

3.46

4,823.13

0

2

0

3

2,682

1,100

487

20,620

117

11,400

3,183

10,481

715

50,785

★★

★

★★

★★

★

★

★★

65,136.00
2,445,179.74

930.05
35,410.00

19,200.00

10,800.00
28,099.50
4,410.00

49,280.00

181,350.00
102,240.00

33,893.28
4,704.00
17,082.66

28,335.44

1,364,117.57
50,105.74
79,404.17

1,179,628.97

53,564.80
1,665,288.60

277,747.22

83,370.00

7,779,277.74

77,000.000
368,600.000

84,000.000

300,006.100
104,095.000

140,000.000

3,059,000.000

55,000.000

1,546,510.000

153,110.000

973,829.650
259,530.000

760,450.000
1,160,306.240

726,193.826

9,767,630.816

0
38,789.650

51,000.000

230,000.000
59,482.840

0

290,200.000

3,333.330

641,401.930

6,124.400

62,515.000
73,428.000

122,844.280
179,495.400

0

1,758,614.830

77,000.000
329,810.350

33,000.000

70,006.100
44,612.160

140,000.000

2,768,800.000

51,666.670

905,108.010

146,985.600

911,314.650
186,102.000

637,605.720
980,810.840

726,193.826

8,009,015.926

松前
松平
南部
伊達
徳川
土屋
松平
一橋
三宅
渡辺
徳川
永井
藤堂
石川
前田
松平
間部
松平
永井
松平
片桐
水野
松平
酒井
池田
関
吉川
亀井
山内
松平
小笠原
松平
久留島
久留島
黒田
松浦
松平
相良
宗
内藤
島津
島津

跡部
阿部
水野
徳川
徳川

注１：蝦夷地館（松前）は史料では「陸奥国松前」とある。また、松前藩は集計上「東北」に分類した。
注２：館―大阪府裁判所へ出した「乍恐口上」（明治２年８月２日）では、松前藩は元金高4470両、元入金高1788両、当時残金　　　　　　　　　　　　　　高2682両（証文１通）。
注３：福井―大阪府裁判所へ出した「諸家様御証文之分」（明治２年７月）と「乍恐口上」（明治２年８月２日）では、残銀高　　　　　　　　　　　　　　  78貫738.28匁（証文２通）と元金高5395両・元入金高1000両・残金高4715両（証文３通）とある。
注４：藩・家名は日本史広辞典編集委員会編『日本史要覧』山川出版社、2000年、118 ～ 134頁を参照。 
出典：「旧諸藩・御証札員数目録  初戻り」（作成年未詳〔大阪商業大学商業史博物館所蔵  佐古慶三教授収集文書：近江屋F11-4〕）、　　　　　　　　　　　　　　「証券覚日記（森本店）」（明治６～８年〔同上  佐古文書：近江屋F11-16〕）より作成。
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と
に
す
る
。
ま
ず
、
近
江
屋
が
銀
債
権
を
持
つ
幕
藩
等
は
三
九
件
を
数
え
、「
Ａ
：

残
銀
高
（
全
容
）」
の
総
額
は
銀
一
万
九
一
八
五
貫
八
五
二
・
三
六
七
匁
に
な
る
。

残
銀
高
の
多
い
藩
に
つ
い
て
は
、
銀
一
〇
〇
〇
貫
目
以
上
に
は
盛
岡
・
明
石
・
厳

原
の
三
藩
が
あ
る
。
銀
九
〇
〇
貫
目
台
に
は
高
知
・
秋
月
藩
、
銀
八
〇
〇
貫
目
台

に
は
佐
土
原（

７
）・
森
藩
、
八
〇
〇
貫
目
未
満
～
銀
五
〇
〇
貫
目
前
後
に
は
人
吉
・
鹿

児
島
・
府
内
藩
が
続
い
て
い
る
。

　
「
Ａ
：
残
銀
高
（
全
容
）」
を
円
グ
ラ
フ
で
表
す
と
図
２
―
１
―
１
に
な
る
（
一
％

未
満
は
四
捨
五
入
）。
残
銀
高
の
総
額
に
占
め
る
割
合
が
最
も
高
い
藩
に
は
、
盛

岡
藩
が
三
七
％
（
銀
七
一
七
四

貫
三
八
一
・
六
三
匁
）
で
突
出

し
て
い
る
。
次
に
、
明
石
藩

が
一
四
％
（
銀
二
七
六
八
貫

八
〇
〇
目
）、
厳
原
藩
が
六
％

（
銀
一
一
七
一
貫
八
三
九
・
九
三

匁
）
に
な
る
。「
Ａ
：
残
銀
高

（
全
容
）」
で
は
貸
付
先
が
特

定
の
藩
へ
集
中
し
て
い
る
傾
向

が
窺
え
る
。
ま
ず
、
盛
岡
・
明

石
藩
の
二
藩
だ
け
で
も
合
計

銀
九
九
四
三
貫
一
八
一
・
六
三

匁
に
な
り
、
割
合
に
す
る
と

五
二
％
に
も
及
び
、「
Ａ
：
残

銀
高
（
全
容
）」
総
額
の
半
分
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
。

　

次
に
、
表
１
で
は
九
州
の
藩
は
分
地
も
含
め
て
全
一
二
藩
が
数
え
ら
れ
る

が
、
図
２
―
１
―
１
で
元
銀
高
が
多
い
上
位
の
一
〇
藩
で
も
九
州
の
藩
が
、
厳
原

（
六
％
）・
秋
月
（
五
％
）・
佐
土
原
（
四
％
）・
森
（
四
％
）・
人
吉
（
四
％
）・
鹿

児
島
（
三
％
）・
府
内
（
三
％
）
と
七
藩
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
七
藩
で
は
合

計
銀
五
五
九
四
貫
四
一
七
・
三
二
九
匁
で
、
割
合
で
は
二
九
％
と
な
り
約
三
割
近

く
を
占
め
る
こ
と
に
な
り
、
近
江
屋
と
九
州
諸
藩
と
の
経
済
的
関
係
の
深
さ
も
窺

え
る
。

図１－１　「残銀高（全容）」地方別集計

図１－２　「残金高（全容）」地方別集計
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利
息
銀
高
に
つ
い
て
、
表
１
「
Ｂ
：
利
息
銀
高
」
の
分
析
を
し
て
い
く
こ
と
に

す
る
。「
Ｂ
：
利
息
銀
高
」
の
総
額
は
銀
七
七
七
九
貫
二
七
七
・
七
四
匁
に
な
る
。

そ
し
て
、
銀
一
〇
〇
〇
貫
目
以
上
の
藩
に
は
盛
岡
・
厳
原
・
府
内
・
秋
月
の
四
藩

が
あ
る
。
そ
れ
以
下
に
な
る
と
、
銀
二
〇
〇
貫
目
台
ま
で
下
が
っ
て
佐
土
原
藩
が

あ
り
、
銀
一
〇
〇
貫
目
台
に
は
高
槻
・
尼
崎
藩
が
続
い
て
い
る
。

　
「
Ｂ
：
利
息
銀
高
」
を
円
グ
ラ
フ
で
表
す
と
図
２
―
１
―
２
に
な
る
。
利
息
銀

高
の
総
額
に
占
め
る
割
合
が
最
も
高
い
藩
に
は
、
残
銀
高
の
場
合
と
同
様
に
盛
岡

が
三
二
％
（
銀
二
四
四
五
貫
一
七
九
・
七
四
匁
）
で
突
出
し
て
い
る
。
先
の
残
銀

高
で
も
厳
原
・
秋
月
・
佐
土
原
・
森
・
人
吉
・
鹿
児
島
・
府
内
の
七
藩
が
総
額
の

約
三
割
を
占
め
る
事
を
述
べ
た
が
、「
Ｂ
：
利
息
銀
高
」
の
総
額
で
は
、
先
の
七

藩
の
内
、厳
原
（
二
一
％
）・
府
内
（
一
八
％
）・
秋
月
（
一
五
％
）・
佐
土
原
（
四
％
）

の
四
藩
が
総
額
の
五
八
％
（
銀
四
四
八
六
貫
七
八
二
・
三
六
匁
）
に
達
し
、
全
体

図２－１－１　「残銀高A」における各藩の割合

図２－１－２　「利息銀高」における各藩の割合

図２－２－１　「残金高F」における各藩の割合

図２－２－２　「利息金高」における各藩の割合
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の
約
六
割
近
く
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
、
残
銀
高
六
〇
〇
貫
目
余
の
鹿
児
島
だ

が
、
利
息
銀
高
は
無
い
。
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、「
Ａ
：
残
銀
高
（
全
容
）」

と
同
じ
よ
う
に
、「
Ｂ
：
利
息
銀
高
」
が
多
い
藩
を
考
察
し
て
も
、
盛
岡
藩
と
九

州
の
特
定
の
藩
に
偏
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

　

そ
れ
に
、「
Ｂ
：
利
息
銀
高
」
が
「
Ａ
：
残
銀
高
（
全
容
）」
を
上
回
る
藩
な
ど

も
見
受
け
ら
れ
、
そ
れ
ら
に
は
、
表
１
の
両
方
の
項
目
に
★
を
付
し
た
（
二
倍
以

上
を
上
回
る
場
合
に
は
★
★
）。
そ
の
藩
に
は
、
川
越
・
高
槻
・
尼
崎
・
姫
路
・
府
内
・

秋
月
・
厳
原
・
大
坂
町
奉
行（
跡
部
）の
八
藩
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
特
に
そ
の
内
で

も
、川
越
藩
は
三
倍
以
上
と
な
っ
て
お
り
、姫
路
・
府
内
藩
と
大
坂
町
奉
行
（
跡
部
）

に
つ
い
て
は
、
二
倍
以
上
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
近
江
屋
と
藩
当
局
と
の
間
で
藩

債
整
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
な
く
、明
治
政
府
の
藩
債
処
分
を
迎
え
た
も
の
で
あ
る
。

３　

残
金
高
と
利
息
金
高
の
分
析

　

残
金
高
に
つ
い
て
、
表
１
「
Ｆ
：
残
金
高
（
全
容
）」
を
分
析
し
て
い
く
こ
と

に
す
る
。
ま
ず
、
近
江
屋
が
金
債
権
を
持
つ
幕
府
・
藩
は
二
七
件
を
数
え
、「
Ｆ
：

残
金
高
（
全
容
）」
の
総
額
は
金
一
一
万
五
〇
四
五
両
二
分
二
朱
に
な
る
。
残
金

高
の
多
い
藩
に
つ
い
て
は
、
金
二
万
両
以
上
の
幕
藩
に
は
森
・
亀
山
藩
、
旧
幕
府

御
用
金
の
三
幕
藩
が
あ
り
、
金
一
万
両
台
に
は
明
石
藩
が
あ
る
。
そ
れ
以
下
の
額

に
つ
い
て
は
、
金
四
〇
〇
〇
両
台
に
福
井
・
新
宮
・
高
知
の
三
藩
が
あ
り
、
金

三
〇
〇
〇
両
台
に
は
土
浦
・
豊
津
の
二
藩
が
あ
る
。

　
「
Ｆ
：
残
金
高
（
全
容
）」
を
円
グ
ラ
フ
で
表
す
と
図
２
―
２
―
１
に
な
る

（
一
％
未
満
は
四
捨
五
入
）。
残
金
高
の
総
額
に
占
め
る
割
合
が
最
も
高
い
藩
に

は
、
森
藩
が
二
一
％
（
金
二
万
四
一
八
三
両
三
朱
）・
亀
山
藩
が
一
八
％
（
金

二
万
六
七
八
両
三
朱
）・
旧
幕
府
御
用
金
が
一
八
％
（
金
二
万
二
〇
〇
両
）・
明

石
藩
が
一
一
％
（
金
一
万
二
一
五
〇
両
）
と
続
く
が
、
こ
の
四
幕
藩
で
全
体
の

六
七
％
に
な
る
。
そ
れ
に
、
金
三
〇
〇
〇
～
四
〇
〇
〇
両
台
の
五
藩
（
福
井
・
新

宮
・
高
知
・
土
浦
・
豊
津
藩
で
各
々
三
～
四
％
を
占
め
る
）
の
割
合
を
合
計
す
る

と
一
七
％
で
あ
っ
て
、
他
の
藩
（
一
六
％
）
も
含
め
て
考
え
て
も
、
貸
付
先
が
残

銀
高
よ
り
は
分
散
さ
れ
た
傾
向
が
窺
え
る
。
し
か
し
残
銀
高
と
同
じ
よ
う
に
、
森

藩
へ
の
貸
し
付
け
の
多
さ
が
特
徴
的
で
も
あ
る
。

　

利
息
金
高
に
つ
い
て
、
表
１
「
Ｇ
：
利
息
金
高
」
を
分
析
し
て
い
く
こ
と
に

す
る
。「
Ｇ
：
利
息
金
高
」
の
総
額
は
金
二
万
七
〇
〇
五
両
二
朱
だ
が
、
こ
れ
を

円
グ
ラ
フ
で
表
す
と
図
２
―
２
―
２
に
な
る
。
そ
し
て
、
最
も
多
い
の
は
福
井

藩
で
四
七
％
（
金
一
万
二
六
八
〇
両
二
分
二
朱
）、
次
に
鯖
江
藩
が
二
三
％
（
金

六
一
八
七
両
二
分
三
朱
）
で
続
く
。
そ
れ
以
下
で
は
、
金
二
〇
〇
〇
両
台
に
は
寺

辺
藩
が
あ
り
、金
一
〇
〇
〇
両
台
に
は
館
・
森
藩
が
あ
る
。
そ
し
て
、越
前
国
福
井
・

鯖
江
藩
に
占
め
る
利
息
金
高
が
多
い
の
が
特
徴
的
だ
が
、
こ
の
二
藩
だ
け
で
合
計

金
一
万
八
八
六
八
両
一
分
一
朱
に
な
り
、
そ
の
割
合
は
七
〇
％
を
占
め
て
い
る
。

　

こ
こ
で
も
「
Ｇ
：
利
息
金
高
」
が
「
Ｆ
：
残
金
高
（
全
容
）」
を
上
回
る
藩
な

ど
が
見
ら
れ
、
そ
れ
ら
に
は
、
表
１
の
両
方
の
項
目
に
☆
を
付
し
た
（
二
倍
以
上

を
上
回
る
場
合
に
は
☆
☆
）。
そ
れ
に
は
福
井
・
鯖
江
・
寺
辺
藩
、大
坂
町
奉
行
（
跡

部
）
の
四
藩
等
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
福
井
・
鯖
江
藩
は
三
倍
近
く
に
な
っ
て
い
る
。
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二　
「
証
券
覚
日
記
」
に
あ
る
藩
債

　

表
１
の
「
証
券
覚
日
記
」（
旧
公
債
採
用
分
）
に
は
、
近
江
屋

か
ら
藩
へ
の
貸
付
額
全
体
で
あ
る「
Ｃ
：
元
銀
高
」「
Ｈ
：
元
金
高
」、

藩
か
ら
の
返
済
額
で
あ
る
「
Ｄ
：
元
入
銀
高
」「
Ｉ
：
元
入
金
高
」、

そ
し
て
近
江
屋
か
ら
藩
へ
の
貸
付
残
高
を
示
す「
Ｅ
：
残
銀
高（
旧

公
）」「
Ｊ
：
残
金
高
（
旧
公
）」
が
あ
る
。

　

次
に
、「
Ｃ
：
元
銀
高
」「
Ｈ
：
元
金
高
」
に
対
し
、
返
済
で

あ
る
「
Ｄ
：
元
入
銀
高
」「
Ｉ
：
元
入
金
高
」
が
ど
の
程
度
ま
で

進
ん
で
い
た
か
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。表
１
の「
証
券
覚
日
記
」

（
旧
公
債
採
用
分
）
で
、「
Ｃ
：
元
銀4

高
」「
Ｈ
：
元
金4

高
」
に
対

し
て
返
済
の
「
Ｄ
：
元
入
銀4

高
」「
Ｉ
：
元
入
金4

高
」
の
進
行
状

況
を
示
し
た
も
の
が
、銀
は
図
３
―
１
、金
は
図
３
―
２
に
な
る
。

　

銀
を
示
し
た
図
３
―
１
を
考
察
す
る
と
、
元
入
銀
高
の
率

は
水
戸
・
高
槻
・
佐
土
原
藩
は
〇
％
で
、
他
の
藩
で
も
土
浦

一
一
％
、
田
原
六
一
％
、
名
古
屋
七
七
％
、
加
納
五
七
％
、
明

石
九
％
、
新
見
六
％
、
高
知
四
一
％
、
豊
津
四
％
、
秋
月
六
％
、

平
戸
二
八
％
、
人
吉
一
六
％
、
厳
原
一
五
％
と
な
り
、
全
体
の

銀
額
か
ら
の
平
均
と
し
て
は
一
八
％
と
な
る
。
元
銀
高
一
〇
〇

貫
目
前
後
の
藩
で
あ
る
田
原
・
加
納
藩
で
は
共
に
約
六
割
前
後

を
元
入
れ
し
て
お
り
、
元
銀
高
三
〇
〇
貫
目
の
名
古
屋
藩
で
も

約
八
割
を
元
入
れ
し
て
い
る
。
ま
た
、
元
銀
高
一
五
〇
〇
貫
目

図３－１　「証券覚日記」での元銀高における内訳

図３－２　「証券覚日記」での元金高における内訳
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を
超
す
高
知
藩
で
も
約
四
割
を
元
入
れ
し
て
お
り
、
こ
れ
は
藩
政
改
革
の
成
功
に

拠
る
も
の
と
考
え
て
差
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、表
１
の
「
旧
諸
藩
御
証
札
員
数
目
録
」（
全
容
）
で
、「
Ｂ
：
利
息
銀
高
」

が
「
Ａ
：
残
銀
高
（
全
容
）」
を
上
回
る
藩
に
は
秋
月
・
厳
原
藩
が
含
ま
れ
る
が
、

そ
こ
に
元
入
銀
高
の
率
も
含
め
て
考
え
る
と
近
江
屋
に
と
っ
て
こ
の
二
藩
は
相
当

な
不
良
債
権
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

金
を
示
し
た
図
３
―
２
を
考
察
す
る
と
、
元
入
金
高
の
率
は
佐
土
原
藩
が
〇
％

で
、
他
の
藩
で
は
、
館
四
〇
％
、
土
浦
五
％
、
名
古
屋
一
五
％
、
亀
山
七
％
、
福

井
四
二
％
、
明
石
五
％
、
豊
津
二
％
、
森
一
二
％
と
な
り
、
全
体
の
金
額
か
ら
の

平
均
と
し
て
は
一
〇
％
と
な
る
。
後
述
の
事
情
が
あ
る
福
井
藩
は
別
に
し
て
、
最

も
元
入
れ
が
進
ん
で
い
た
の
は
館
藩
で
あ
る
。
元
金
高
二
万
両
台
の
亀
山
藩
で
は

金
額
が
大
き
い
故
な
の
か
、
あ
ま
り
元
入
れ
が
進
ん
で
い
な
い
。
同
様
に
、
元
金

高
一
万
両
台
の
明
石
・
豊
津
藩
で
も
あ
ま
り
元
入
れ
が
進
ん
で
い
な
い
。
そ
れ

に
福
井
藩
は
金
額
も
小
さ
く
、
元
入
金
高
の
率
も
高
い
が
、
こ
れ
に
は
別
の
事
情

が
存
在
す
る（

８
）。

そ
れ
に
本
来
は
「
Ｇ
：
利
息
金
高
」
が
「
Ｆ
：
残
金
高
（
全
容
）」

を
上
回
る
藩
で
も
あ
る
。

三　

藩
債
整
理
と
長
期
年
賦
化

１　

幕
末
の
大
名
貸
と
近
江
屋

　

文
化
期
（
一
八
〇
四
～
一
八
一
八
）
頃
に
書
か
れ
た
『
草
間
伊
助
筆
記　

巻
三
』

に
は
、
藩
で
は
年
々
返
済
す
べ
き
約
束
を
違
え
、
借
財
を
返
済
せ
ず
に
滞
ら
せ
て

く
る
。
そ
の
上
、
蔵
屋
敷
よ
り
借
財
の
新
古
の
差
別
を
つ
け
て
き
て
、
古
い
も
の

は
無
利
息
に
し
て
凡
そ
二
五
〇
年
・
一
五
〇
年
・
一
〇
〇
年
賦
に
し
て
、
新
し
い

も
の
で
も
三
朱
・
四
朱
へ
と
利
下
げ
に
し
て
く
る
事
が
多
い
と
述
べ
て
い
る（

９
）。

　

そ
し
て
、
幕
末
の
大
名
貸
の
状
況
に
つ
い
て
、
三
井
組
の
大
坂
両
替
店
か
ら
江

戸
両
替
店
へ
の
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
、一
二
月
一
日
ま
で
天
保
一
五
年
）
一
二

月
二
五
日
書
状
で
江
戸
へ
半
期
ご
と
の
景
気
報
告
を
し
て
い
る
「
当
地
世
間
向
之

様
子
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　

�

直
段
引
下
ヶ
不
申
売
買
六
ヶ
敷
候
ニ
付
無
何
与
淋
敷
、
諸
商
人
共
不
景
気
之

由
、
市
中
金
銀
融
通
甚
六
ヶ
敷
手
狭
ニ
相
見
得
申
候
、
右
ニ
付
両
替
屋
入
込

金
銀
取
立
候
者
有
之
候
哉
、当
秋
以
来
所
々
小
両
替
店
相
休
候
向
方
々
有
之
、

尤
去
冬
被
仰
付
候
御
用
金
之
内
当
冬
納
之
内
余
程
不
納
御
座
候
由
、
且
江
戸

表
御
本
丸
御
普
請
ニ
付
御
大
名
方
江
壱
万
石
ニ
付
金
サ［

五
百
］舟

両
宛
献
金
被
仰
付

候
由
、
右
ニ
付
諸
御
蔵
屋
敷
御
差
引
向
も
御
無
理
成
御
頼
筋
多
有
之
候
由）

（1
（

　

大
坂
で
は
、
天
保
の
改
革
の
失
敗
後
も
物
価
が
下
が
ら
ず
、
売
買
も
落
ち
込
ん

で
商
人
た
ち
も
不
景
気
で
あ
る
。
市
中
で
の
金
銀
の
融
通
も
悪
く
、
そ
の
た
め
両

替
屋
に
入
り
込
み
金
銀
を
取
り
立
て
も
あ
っ
て
、
秋
以
降
は
小
両
替
屋
が
取
り
立

て
を
防
ぐ
休
店
も
見
ら
れ
た
。
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
の
御
用
金
で
も
弘
化

元
年
納
分
が
集
ま
ら
な
い
事
態
に
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
、
五
月
一
〇
日
の
江
戸

城
本
丸
炎
上
に
伴
う
普
請
で
、
幕
府
が
諸
大
名
へ
一
万
石
に
付
金
五
〇
〇
両
の
献

金
を
仰
せ
出
し
た
こ
と
で
、
両
替
屋
と
蔵
屋
敷
と
の
間
の
差
引
で
も
無
理
な
依
頼

が
多
く
な
っ
た
と
分
析
し
て
い
る
。



近江屋猶之助両替店の大名貸債権53
　

近
江
屋
で
も
、安
政
五
午
年
（
一
八
五
八
）
五
月
一
三
日
付
「
乍
恐
口
上
之
覚
」

に
、
十
人
両
替
が
大
坂
で
の
金
銀
払
底
の
原
因
を
尋
ね
ら
れ
た
際
に
「
近
来
異
国

舩
度
々
渡
来
、
天
災
度
々
等
ニ
而
、
諸
家
様
御
借
入
多
端
ニ
御
坐
候
、
就
而
者
為

御
備
金
、
諸
家
様
江
引
方
員
数
莫
大
之
事
与
奉
存
候）

（（
（

」
と
大
坂
町
奉
行
所
の
地
方

役
人
へ
返
答
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
異
国
船
の
来
航
や
天
災
で
藩
の
借
入
額
も
多

く
な
り
、
藩
で
は
御
備
金
と
し
て
、
大
坂
よ
り
藩
領
内
へ
莫
大
な
金
銀
が
流
れ
出

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
と
分
析
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
関
連
し
て
、
幕
末
の
大
名
貸
は
、
大
坂
銀
主
か
ら
藩
へ
の

貸
付
額
の
急
増
し
、
他
方
で
は
藩
か
ら
の
返
済
御
断
り
、
藩
債
の
利
下
げ
、
長
期

年
賦
化
も
多
く
見
受
け
ら
れ
る
が
、
経
営
上
で
も
藩
と
協
力
し
つ
つ
も
大
坂
銀
主

や
そ
の
手
代
な
ど
が
藩
財
政
を
指
導
し
て
い
く
例
が
増
加
し
て
い
る
。

　

近
江
屋
の
大
名
貸
で
の
利
率
や
利
息
に
つ
い
て
は
、「
組
込
滞
利
」
の
額
が
記

さ
れ
て
い
る
場
合
は
多
い
た
め
、
ほ
と
ん
ど
が
不
明
で
あ
る
が
、
例
を
あ
げ
る
な

ら
ば
、森
藩
で
は
月
三
朱
～
七
朱
（
〇
・
三
～
〇
・
七
％）

（1
（

）、元
治
元
年
（
一
八
六
四
）

一
一
月
に
川
崎
東
照
宮
で
あ
る
川
崎
御
宮
御
修
復
銀
へ
銀
五
貫
九
〇
〇
目
の
貸
し

付
け
で
は
月
四
朱
（
〇
・
四
％）

（1
（

）、
後
述
の
水
戸
藩
の
例
で
は
月
八
朱
（
〇
・
八
％
）

が
判
明
す
る
に
過
ぎ
な
い
。

　

表
１
の
「
旧
諸
藩
御
証
札
員
数
目
録
」（
全
容
）
の
部
分
を
見
る
と
、
高
い
残

銀
高
・
残
金
高
が
あ
る
の
に
も
係
わ
ら
ず
利
足
銀
高
・
利
足
金
高
が
計
上
さ
れ
て

い
な
い
藩
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
史
料
的
制
約
に
よ
り
確
認
は
で

き
な
い
が
、
近
江
屋
と
藩
と
の
間
で
何
ら
か
の
藩
債
整
理
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が

あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
く
。「
証
券
覚
日
記
」
に
も
、
複
数
の
証
文
を
一
紙
へ

と
書
き
替
え
ら
れ
た
藩
債
や
長
期
年
賦
化
さ
れ
た
藩
債
の
例
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
ず
、
豊
津
藩
（
旧
小
倉
藩
）
で
は
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
一
二
月

に
銀
額
か
ら
金
額
へ
換
算
さ
れ
た
藩
債
の
本
来
は
、「
慶
応
二
寅
十
二
月
調
達
」

の
部
分
と
「
慶
応
二
寅
十
二
月
証
文
七
通
分
壱
紙
〆
高
」
の
部
分
で
あ
り）

（1
（

、
後
者

は
証
文
七
通
を
一
紙
に
書
替
え
た
も
の
で
あ
る
。
後
述
す
る
明
石
藩
で
は
、
証
文

が
書
き
替
え
と
、
長
期
年
賦
化
さ
れ
た
事
例
で
も
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
次
に
、「
証
券
覚
日
記
」
に
基
づ
い
て
近
江
屋
と
藩
当
局
と
の
間
で

行
わ
れ
た
藩
債
形
成
・
整
理
の
状
況
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
き
た
い
。

２　

藩
債
整
理

　
「
証
券
覚
日
記
」
に
は
近
江
屋
と
藩
と
の
間
で
行
わ
れ
た
藩
債
整
理
も
記
さ
れ

て
お
り
、
こ
れ
ら
史
料
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
藩
債
の
形
成
過
程
も
窺
い
知
る
こ

と
も
で
き
る
。
水
戸
藩
・
土
浦
藩
・
明
石
藩
・
豊
津
藩
（
旧
小
倉
藩
）・
厳
原
藩
（
対

馬
府
中
藩
）
の
史
料
を
考
察
し
て
い
き
た
い）

（1
（

。

（
史
料
１
）
水
戸
藩

　

表
１
に
お
い
て
、「
Ａ
：
残
銀
額
（
全
容
）」
は
銀
七
七
貫
目
、「
Ｂ
：
利
息
銀
高
」

は
銀
三
五
貫
四
一
〇
匁
で
あ
り
、「
Ａ
：
残
銀
額（
全
容
）」と「
Ｃ
：
残
銀
額（
旧
公
）」

の
額
は
一
致
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
残
銀
高
に
対
し
て
の
藩
か
ら
の
元
入
れ
は
な

さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
藩
債
は
次
の
史
料
に
示
す
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
。

　
　

文
久
三
亥
年
七
月

　
　
　

銀
五
拾
貫
目
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文
久
三
亥
年
七
月

　
　
　

銀
弐
拾
七
貫
目

　
　
　

〆
七
拾
七
貫
目

　
　

内

　
　

銀
拾
四
貫
弐
百
目　
　
　
　
　
　
　

安
政
三
辰
年
十
二
月
調
達

　
　
　

十
弐
貫
目
八
百
九
拾
九
匁
四
分　

文
久
弐
戌
年
九
月
四
拾
貫
匁
調
達
之
節

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

足
し
銀

　
　
　

三
十
三
貫
九
百
目　
　
　
　
　
　

文
久
三
年
七
月
調
達

　
　
　
　

〆
六
拾
貫
九
百
九
拾
九
匁
四
分

　
　
（
中
略
）

　
　
　

分
行
証
文
之
内

　
　

銀
五
貫
六
百
六
拾
五
匁
八
分　

組
込
利
銀　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ

　
　

銀
七
貫
弐
百
拾
匁
弐
分
五
り　

右
年
賦
之
内
江
可
受
取
金
代
、
文
久
弐
戌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
月
調
達
之
廉　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ

　
　

銀
弐
拾
四
匁
五
分
五
り　
　
　

同
断
之
節
端
銀
可
受
取
分　
　
　
　
　
　

Ⅲ

　
　

銀
三
貫
百
目

　
　
　
　

文
久
弐
戌
年
九
月
差
引
之
節
、
本
行
之
通
足
し
銀
ヲ
以
銀
四
拾
貫
目

　
　
　
　

調
達
利
足
月
八
朱
、
此
利
足
十
ヶ
月
分
三
貫
弐
百
目
之
内
百
目
ハ
認

　
　
　
　

証
文
替
之
節
用
捨
差
引
く
可
受
取
分　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅳ

　
　

〆
拾
六
貫
目
六
分　
　
　
　
　

棄
捐　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅴ

　

文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
七
月
の
銀
五
〇
貫
目
と
銀
二
七
貫
目
の
二
口
よ
り

形
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
銀
の
調
達
は
、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
一
二
月
、

文
久
二
年
九
月
、
文
久
三
年
七
月
に
行
わ
れ
、
こ
の
三
回
の
合
計
で
銀
六
〇
貫

九
九
九
・
四
匁
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
に
加
え
て
「
分
行
証
文
之
内
」
で
、（
Ⅰ
）「
組
込
利
銀
」、（
Ⅱ
）
文
久
二

年
九
月
の
調
達
時
に
「
古
年
賦
之
内
江
可
受
取
金
代
」
と
（
Ⅲ
）
文
久
二
年
九
月

の
調
達
時
の
「
端
銀
」、（
Ⅳ
）
文
久
二
年
九
月
調
達
の
銀
四
〇
貫
目
に
対
す
る
利

息
月
八
朱
（
〇
・
八
％
）
の
一
〇
月
分
（
同
三
年
七
月
ま
で
）
が
銀
三
貫
二
〇
〇

目
だ
が
、
文
久
三
年
七
月
の
証
文
書
き
替
え
時
に
銀
三
貫
一
〇
〇
目
へ
差
し
引
い

た
。
こ
こ
で
、（
Ⅴ
）「
分
行
証
文
之
内
」
の
合
計
（
Ⅰ
～
Ⅳ
）
は
銀
一
六
貫
目
六

分
で
あ
る
。
そ
し
て
、銀
の
調
達
三
回
分
と
「
分
行
証
文
之
内
」
を
合
計
す
る
と
、

銀
七
七
貫
目
と
な
る
。

（
史
料
２
）
土
浦
藩

　

表
１
の
「
Ａ
：
残
銀
額
（
全
容
）」
と
「
Ｅ
：
残
銀
額
（
旧
公
）」
の
額
は
一
致

し
な
い
。
他
に
、「
Ｇ
：
利
息
金
高
」
の
金
一
〇
〇
両
が
見
ら
れ
る
。

　
「
証
券
覚
日
記
」
で
は
「
Ｃ
：
元
銀
高
」
銀
三
六
八
貫
六
〇
〇
目
と
「
Ｈ
：
元
金
高
」

金
一
一
六
〇
両
よ
り
成
る
。
金
は
「
慶
応
三
卯
年
五
月　

金
千
百
六
拾
両
」
と
あ

り
、
こ
れ
は
安
政
三
年
に
「
三
ヶ
度
調
達
高
」
の
金
八
〇
七
両
、「
滞
利
組
込
分
」

の
金
三
五
三
両
よ
り
成
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
金
六
〇
両
が
元
入
れ
さ
れ
残
金
高

一
一
〇
〇
両
と
な
っ
た
。

　

銀
は
次
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
。
①
慶
応
二
年
一
一
月
に
銀
六
〇
貫
目
、
②
明

治
二
年
（
一
八
六
九
）
に
銀
八
〇
貫
目）

（1
（

、
③
慶
応
二
年
一
一
月
の
銀
二
二
八
貫

六
〇
〇
目
は
、
弘
化
期
よ
り
調
達
し
た
口
々
・
滞
利
を
組
み
込
む
形
で
藩
債
が
整
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理
さ
れ
、
慶
応
二
年
に
証
文
一
通
へ
書
き
替
え
ら
れ
た
。
そ
の
史
料
は
次
の
よ
う

に
な
る
。

　
　

慶
応
二
寅
年
十
一
月

　
　

△
（
朱
書
）

　

銀
弐
百
弐
拾
八
貫
六
百
目

　
　

�

但
弘
化
年
度
よ
り
調
達
、
口
々
并
滞
利
共
組
込
ニ
而
、
慶
応
弐
寅
年
本
行
之

通
一
紙
証
文
与
相
成
、

　
　
　

則
内
訳
左
ニ

　
　
　
　

百
七
拾
九
貫
百
目

　
　
　
　
　
　

弘
化
度
四
口
調
達
残
元
嘉
永
四
年
ゟ
利
付　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅰ

　
　
　
　

七
拾
八
匁
五
分
弐
厘

　
　
　
　
　
　

前
同
断
、
差
引
之
節
端
銀
可
受
取
分
帳
合
不
知　
　
　
　
　
　

Ⅱ

　
　

○
（
朱
書
）
　

二
拾
九
貫
四
百
九
匁
七
分
八
毛

　
　
　
　
　
　

同
断
、
元
入
残
滞
利
銀
可
受
取
分　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅲ

　
　

○
（
朱
書
）
　

七
拾
一
貫
弐
百
目

　
　
　
　
　
　

嘉
永
元
年
ゟ
外
之
口
滞
利
銀
四
口
〆
高
可
受
取
分　
　
　
　
　

Ⅳ

　
　
　
　

拾
二
匁
八
分
五
り

　
　
　
　
　
　

同
断
、
差
引
之
節
端
銀
可
受
取
分
帳
合
不
知　
　
　
　
　
　
　

Ⅴ

　
　
　
　
　

〆
弐
百
七
拾
九
貫
八
百
壱
匁
七
り
八
毛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅵ

　
　
　

内

　

元
入
銀

　
　
　
　

三
拾
弐
貫
五
拾
壱
匁
四
分
六
り

　
　
　
　
　
　

百
七
拾
九
貫
百
匁
之
内
江
四
ヶ
度
元
入
受
取　
　
　
　
　
　
　

Ⅶ

　
　
　
　

拾
九
貫
百
四
拾
弐
匁
六
分
弐
り

　
　
　
　
　
　

七
十
一
貫
弐
百
目
之
内
江
四
ヶ
度
元
入
受
取　
　
　
　
　
　
　

Ⅷ

　

＊
△（

朱
書
）

　

六
貫
七
百
八
拾
九
匁
六
分
五
り

　
　
　
　
　
　

本
行
弐
百
弐
十
八
貫
六
百
目
之
内
へ
三
ヶ
度
元
入　
　
　
　
　

Ⅸ

　
　
　
　

〆
五
拾
七
貫
九
百
八
拾
三
匁
七
分
三
厘　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ⅹ

　
　
　
　
　
　
（
下
略
）

　
　
（
＊
）�

の
箇
所
に
朱
書
で
「
本
行
証
文
之
内
此
元
入
銀
并
棄
捐
之
分
引
ク
事
」

と
あ
る
。

　
「
内
訳
」
に
つ
い
て
は
、（
Ⅰ
）
弘
化
期
に
調
達
し
た
四
口
で
嘉
永
四
年
よ
り
利

息
が
付
く
元
銀
一
七
九
貫
一
〇
〇
目
、（
Ⅲ
・
Ⅳ
）
近
江
屋
が
「
可
受
取
分
」
の

滞
利
銀
の
合
計
が
銀
一
〇
〇
貫
六
〇
九
・
八
〇
七
匁
、（
Ⅱ
・
Ⅴ
）
近
江
屋
が
「
可

受
取
分
」
の
端
銀
の
合
計
が
銀
九
一
・
三
七
匁
、（
Ⅵ
）
Ⅰ
～
Ⅴ
の
合
計
が
二
七
九

貫
八
〇
一
・
〇
七
八
匁）

（1
（

で
あ
る
。

　

他
方
「
元
入
銀
」
で
は
、（
Ⅶ
・
Ⅷ
）
弘
化
度
の
四
口
と
嘉
永
元
年
よ
り
外

の
口
に
対
し
四
回
の
元
入
れ
が
あ
っ
た
、（
Ⅸ
）
慶
応
二
年
の
証
文
一
通
へ
の

書
き
替
え
後
に
三
回
の
元
入
れ
が
あ
り
、（
Ⅹ
）
藩
か
ら
合
計
で
銀
五
七
貫

九
八
三
・
七
三
匁
の
元
入
れ
が
な
さ
れ
た
。

　

土
浦
藩
と
の
経
済
的
関
係
と
し
て
は
、
飛
び
地
で
あ
る
和
泉
国
淡
輪
で
の
文
久

三
年
（
一
八
六
三
）
の
藩
札
は
、銀
一
匁
札
が
大
坂
の
平
野
屋
孫
兵
衛
・
安
兵
衛

の
扱
い
で
あ
る
。銀
五
匁
札
が
「
大
坂
舟
場　

久
太
郎
町
」
近
江
屋
と
あ
る
が
、地

名
や
用
い
ら
れ
て
い
る
印
鑑
か
ら
近
江
屋
猶
之
助
の
扱
い
だ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら

れ
る）

（1
（

。
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（
史
料
３
）
明
石
藩

　

表
１
の
「
Ａ
：
残
銀
額
（
全
容
）」
と
「
Ｅ
：
残
銀
額
（
旧
公
）」
は
共
に

銀
二
七
六
八
貫
目
で
一
致
す
る
。
し
か
し
、「
Ｆ
：
残
金
額
（
全
容
）」
は
金

一
万
二
一
五
〇
両
で
、「
Ｊ
：
残
金
額
（
旧
公
）」
は
金
一
万
一
四
〇
〇
両
で
一
致

し
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
明
石
藩
へ
対
す
る
藩
債
の
内
訳
は
、
次
に
示
す
〔
Ⅰ
〕

金
一
万
二
〇
〇
〇
両
・
銀
一
三
一
四
貫
目
、〔
Ⅱ
〕
銀
一
六
四
五
貫
目
、〔
Ⅲ
〕
銀

一
〇
〇
貫
目）

（1
（

、
と
い
う
三
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
、〔
Ⅰ
～
Ⅲ
〕
の
合
計
の
元

銀
高
は
三
〇
五
九
貫
目
で
あ
る
。

　

特
に
〔
Ⅰ
・
Ⅱ
〕
に
つ
い
て
は
、
長
期
年
賦
化
さ
れ
た
典
型
的
な
事
例
に
な
る
。

　
〔
Ⅰ
〕

　
　

慶
応
二
寅
年
十
一
月

　
　

金
壱
万
弐
千
両
与

　
　

銀
千
三
百
拾
四
貫
目

　
　
　

右
証
文
之
訳

　

金
五
千
両　

嘉
永
三
戌
年
十
二
月
調
達

　
　
　
　

金
八
拾
両　

慶
応
二
寅
年
十
一
月
証
文
書
替
之
節
調
達

　
　
　
　
　
　

〆
金
五
千
八
拾
両

　
　

外
ニ

　
　
　

金
六
千
九
百
弐
拾
両　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
五
千
両
分
組
込
滞
り

　
　
　

銀
五
百
弐
拾
九
貫
三
百
五
拾
九
匁
五
分
九
厘

　
　
　
　
　

嘉
永
三
戌
十
二
月
ゟ
同
六
年
丑
六
月
迄
調
達
残
元

　
　
　

銀
百
八
拾
目
弐
厘

　
　
　
　
　

慶
応
二
寅
十
一
月
証
文
書
替
之
節
調
達

　
　
　
　
　
　

〆
銀
五
百
弐
拾
九
貫
五
百
三
拾
九
匁
六
分
一
厘

　
　

外
ニ

　
　
　

銀
七
百
八
拾
四
貫
四
百
六
拾
目
三
分
九
厘　
　

組
込
滞
利
〆
高

　
　
　

〆
金
壱
万
弐
千
両
与

　
　
　
　

銀
千
三
百
拾
四
貫
目

　
　

�

本
行
証
文
慶
応
二
寅
年
ゟ
百
ヶ
年
賦
与
相
成
同
年
十
一
月
ゟ
明
治
三
午
年

十
一
月
迄
五
ヶ
年
分
元
入

　
　
　
　

金
六
百
両　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
入
受
取

　
　

銀
六
十
五
貫
七
百
目

　

内
容
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
金
方
の
元
金
は
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）

一
二
月
に
金
五
〇
〇
〇
両
を
調
達
し
、
慶
応
二
年
一
一
月
の
証
文
書
き
替
え
時
に

金
八
〇
両
を
調
達
し
、
合
計
で
金
五
〇
八
〇
両
と
な
っ
た
。
こ
の
元
金
の
組
込
滞

利
が
金
六
九
二
〇
両
に
及
び
、
元
金
と
組
込
滞
利
の
合
計
が
一
万
二
〇
〇
〇
両

に
な
る
。
次
に
銀
方
の
元
銀
は
、
嘉
永
三
年
一
二
月
～
同
六
年
六
月
の
調
達
残

元
が
銀
五
二
九
貫
三
五
九
・
五
九
匁
で
、
慶
応
二
年
一
二
月
の
証
文
書
き
替
え
時

に
銀
一
八
〇
・
〇
二
匁
を
調
達
し
、
合
計
で
銀
五
二
九
貫
五
三
九
・
六
一
匁
に
な

る
。
こ
こ
に
「
組
込
滞
利
〆
高
」
銀
七
八
四
貫
四
六
〇
・
三
九
匁
を
加
え
る
と
銀

一
三
一
四
貫
目
に
な
る
。

　

慶
応
二
年
の
証
文
書
き
替
え
で
一
〇
〇
年
賦
に
な
り
、
同
年
か
ら
明
治
三
年
の

五
年
分
（
金
六
〇
〇
両
・
銀
六
五
貫
七
〇
〇
目
）
が
元
入
れ
さ
れ
た
。
一
〇
〇
年

賦
返
済
仕
法
へ
改
め
た
事
で
、
年
に
金
一
二
〇
両
と
銀
一
三
貫
目
一
四
〇
目
ず
つ
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を
元
入
れ
す
る
事
が
窺
え
る
。

　
〔
Ⅱ
〕

　
　

慶
応
二
寅
年
十
一
月

　
　

銀
千
六
百
四
拾
五
貫
目

　
　
　

右
証
文
之
訳

　
　
　
　

銀
千
三
百
七
拾
九
貫
百
八
拾
目
四
分
壱
厘

　
　
　
　
　
　

安
政
二
卯
年
十
二
月
ゟ
慶
応
元
丑
年
十
二
月
迄

　
　
　
　
　
　
　

調
達
残
銀

　
　
　
　

銀
四
百
六
拾
九
匁
九
分

　
　
　
　
　
　

慶
応
弐
寅
年
十
一
月
証
文
書
換
之
節

　
　
　
　
　
　
　

調
達
銀

　
　

二
口

　
　
　

〆
銀
千
三
百
七
拾
九
貫
六
百
五
拾
目
三
分
壱
厘

　
　

外
ニ

　
　
　

銀
弐
百
六
拾
五
貫
三
百
四
拾
九
匁
六
分
九
厘　
　

組
込
滞
利
〆
高

　
　
　
　

〆
銀
千
六
百
四
拾
五
貫
目

　
　

�

本
行
証
文
慶
応
二
寅
年
ゟ
五
十
ヶ
年
賦
与
相
成
、
同
年
十
一
月
ゟ
明
治
三
午

年
十
一
月
迄
五
ヶ
年
分

　
　

元
入

　
　
　

銀
百
六
拾
四
貫
五
百
目　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
入
受
取

　
　

〆　
（
下
略
）

　

安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
一
二
月
～
慶
応
元
年
に
銀
一
三
七
九
貫

一
八
〇
・
四
一
匁
と
、
慶
応
二
年
一
一
月
の
証
文
書
き
替
え
時
に
銀
四
六
九
・
九
匁

を
調
達
し
、二
口
合
計
で
銀
一
三
七
九
貫
六
五
〇
・
三
一
匁
に
な
る
。
こ
こ
に
「
組

込
滞
利
〆
高
」
の
銀
二
六
五
貫
三
四
九
・
六
九
匁
を
加
え
る
と
銀
一
六
四
五
貫
目

に
な
る
。
慶
応
二
年
の
証
文
書
き
替
え
で
五
〇
年
賦
に
な
り
、
同
年
か
ら
明
治
三

年
の
五
年
分
（
銀
一
六
四
貫
五
〇
〇
目
）
が
元
入
れ
さ
れ
た
。
五
〇
年
賦
返
済
仕

法
へ
改
め
た
事
で
、年
に
銀
三
二
貫
九
〇
〇
目
ず
つ
を
元
入
れ
す
る
事
が
窺
え
る
。

　
〔
Ⅰ
～
Ⅲ
〕
の
合
計
の
元
銀
高
三
〇
五
九
貫
目
に
対
す
る
元
入
銀
高
は
、〔
Ⅰ
〕

六
五
貫
七
〇
〇
目
、〔
Ⅱ
〕
一
六
四
貫
五
〇
〇
目
、〔
Ⅲ
〕
六
〇
貫
目
、
合
計
で
銀

二
九
〇
貫
二
〇
〇
目
に
な
る
。

（
史
料
４
）
豊
津
藩

　

表
１
に
お
い
て
旧
小
倉
藩
は
、「
Ａ
：
残
銀
額
（
全
容
）」
と
「
Ｃ
：
残
銀
額
（
旧

公
）」は
銀
一
四
六
貫
九
八
五
・
六
匁
で
一
致
す
る
。他
方
で
、「
Ｆ
：
残
金
額（
全
容
）」

は
三
一
八
三
両
二
分
一
朱
と
あ
り
、「
Ｊ
：
残
金
額
（
旧
公
）」
で
も
三
一
八
三
両

と
あ
る
た
め
、
金
額
で
も
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
藩
債
の
銀
方
は
次
の

よ
う
に
形
成
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
　

安
政
元
寅
十
一
月

　
　

銀
百
五
拾
三
貫
百
拾
匁

　
　
　
　

内
元
入
銀
六
貫
百
弐
拾
四
匁
四
分

　
　
　

残
元
銀
百
四
拾
六
貫
九
百
八
拾
五
匁
六
分

　
　
　
　

�
但
元
入
〆
高
銀
六
貫
百
弐
拾
四
匁
四
分
古
中
割
合
、
壱
貫
目
ニ
付
銀

四
百

（
十
ヵ
）目
か
へ
法



58
　
　
　
　
　

内

　
　
　

銀
六
拾
七
貫
弐
百
匁

　
　
　
　
　

天
保
度
銀
七
拾
貫
匁
平
五
殿
名
前
之
分
右
之
法
ヲ
以
引
く
高

　
　
　

銀
弐
十
弐
貫
百
八
拾
五
匁
六
分

　
　
　
　
　

宗
良
右
殿
分
年
度
不
知
、
弐
十
三
貫
百
拾
匁
分
、
前
同
断

　
　
　
　

〆
八
拾
九
貫
三
百
八
拾
五
匁
三

（
六
ヵ
）分　

　
　
　
　

棄
捐

　

安
政
元
年
一
一
月
の
一
五
三
貫
一
一
〇
匁
は
、
六
貫
一
二
四
・
四
匁
が
返
済
さ

れ
て
、
残
高
が
一
四
六
貫
九
八
五
・
六
匁
に
な
っ
た
。
そ
し
て
返
済
分
の
銀
高
に

つ
い
て
は
、
六
貫
一
二
四
・
四
匁
を
一
貫
目
に
つ
き
四
〇
匁
替
え
を
し
た
と
見
な

し
て
い
る）

11
（

。

　

こ
の
一
五
三
貫
一
一
〇
匁
に
は
、
天
保
度
の
平
五
（
平
野
屋
五
兵
衛
）
の
七
〇

貫
目
（
返
済
分
の
銀
高
は
二
貫
八
〇
〇
目）

1（
（

）
と
、
年
度
不
明
の
宗
良
右
（
詳
細
未

詳
）の
二
三
貫
一
一
〇
匁（
返
済
分
の
銀
高
は
九
二
四
・
四
匁）

11
（

）が
含
ま
れ
て
い
る
。

平
五
の
残
高
は
六
七
貫
二
〇
〇
匁
、
宗
良
右
の
残
高
は
二
二
貫
一
八
五
・
六
匁
で
、

合
計
が
八
九
貫
三
八
五
・
六
匁
は
棄
捐
に
な
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、「
証
券
覚
日
記
」
に
は
近
江
屋
が
藩
財
政
へ
の
多
大
な
貢
献
に
よ

り
、
毎
年
二
五
貫
目
を
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
書
き
写
さ
れ
た
天
保
一
一
年

（
一
八
四
〇
）
九
月
一
五
日
付
の
一
紙
が
挟
ま
れ
て
い
る）

11
（

。

　
　
　
　

永
代
証
書

　
　

�

近
年
吉
凶
打
続
臨
時
入
用
莫
太
之
及
金
高
、
勝
手
方
銀
操（
繰
）等
大
ニ
差
支
、
至

極
難
渋
之
折
柄
、其
許
へ
致
頼
談
候
処
、其
段
深
被
酌
請
格
別
之
実
義
を
以
、

大
銀
預
加
勢
差
向
当
難
等
相
弁
、役
々
一
統
大
慶
不
過
之
此
旨
、大（

小
笠
原
忠
固
）

膳
太
夫
殿

へ
申
口
ニ
候
処
過
分
被
存
候
、
依
之
右
為
恩
賞
毎
年
銀
廿
五
貫
目
宛
永
々
無

相
違
差
送
可
申
候
、
勿
論
右
操（
繰
）類

外
之
訳
柄
候
条
、
此
後
猶
改
革
主
法
替
等

之
義
有
之
候

　
　

共
、
聊
違
変
無
之
候
、
仍
如
件　
　
　
　
　

大
坂
詰
合
本
方
中
役　
　

㊞

芝
尾
与
次
助　
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
坂
留
守
居　
　
　
　
　

㊞

　
　
　

天
保
十
一
庚
子
年
九
月
十
五
日　
　
　
　
　
　
　

相
生
六
左
衛
門（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
〆
役
勘
定
奉
行
兼
勤　

㊞

三
溝
平
蔵　
　
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
〆
役　
　
　
　
　
　
　

㊞

大
池
丹
吾　
　
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

郡
代
元
〆
役
兼
勤　
　
　

㊞

平
林
正
兵
衛　
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
〆
役　
　
　
　
　
　
　

㊞

伊
藤
半
右
衛
門
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
奉
行　
　
　
　
　
　
　

㊞

原
源
太
左
衛
門
（
花
押
）

　
　
　

近
江
屋
半
左
衛
門
殿

　
　

前
書
有
之
趣
慥
聞
届
、
永
々
違
変
無
之
候
、
仍
奥
書
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㊞

小
笠
原
蔵
人　
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㊞
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小
笠
原
齋
宮　
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㊞

小
笠（

原
脱
ヵ
）縫殿　

�

（
花
押
）

（
史
料
５
）　

厳
原
藩

　

表
１
に
お
い
て
旧
対
馬
府
中
藩
は
「
Ａ
：
残
銀
額
（
全
容
）」
と
「
Ｅ
：
残
銀
額
（
旧

公
）」
の
額
が
一
致
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
藩
債
の
一
部
は
次
の
史
料
に
示
す

よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。

　
　

嘉
永
五
子
年
正
月

　
　

銀
弐
百
九
拾
六
貫
目

　
　
　

�

但
嘉
永
五
子
年
正
月
差
引
之
節
、
組
込
滞
利
共
合
銀
弐
百
九
拾
七
貫
七
拾

五
匁
之
処
、
本
行
一
紙
証
文
与
相
成
、
端
銀
壱
貫
七
拾
五
匁
受
取
、
其

後
元
入
三
口
〆
六
拾
弐
貫
九
匁
八
分
四
厘
受
取
、
此
度
御
所
分
右
端
銀
与

元
入
高
合
銀
六
拾
三
貫
八
拾
四
匁
八
分
四
厘
、
惣
高
銀
弐
百
九
十
七
貫

七
十
五
匁
ニ
割
合
、
壱
貫
目
ニ
付
銀
弐
百
拾
弐
匁
三
分
五
厘
三
毛
〇
七
か

へ
之
法
与
相
成

　
　

組
込
滞
利

　
　
　

銀
拾
五
貫
八
百
拾
弐
匁
壱
り　
　
　
　
　
　
　
　
　

棄
捐

　
　
　
　

右
組
込
滞
り
弐
拾
貫
七
拾
五
匁
、右
法
ヲ
以
割
合
セ
引
残
代
銀
（
下
略
）

　

嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
正
月
の
差
引
を
し
た
際
に
、
元
銀
と
組
込
滞
利
を
合

わ
せ
て
二
九
七
貫
七
五
匁
の
一
通
の
証
文
へ
と
書
き
換
え
、
近
江
屋
は
端
銀
一
貫

七
五
匁
を
受
け
取
り
、
証
文
面
は
二
九
六
貫
目
と
な
っ
た
。

　

そ
の
後
、
三
口
で
合
計
六
二
貫
九
・
八
四
匁
が
近
江
屋
へ
返
済
さ
れ
、
先
の
端

銀
を
も
合
計
し
た
返
済
分
は
六
三
貫
八
四
・
八
四
匁
に
な
り
、
残
高
が
二
三
三

貫
九
九
〇
・
一
六
匁
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
返
済
分
の
銀
高
に
つ
い
て
は
、

二
九
七
貫
七
五
匁
を
一
貫
目
に
つ
き
二
一
二
・
三
五
三
〇
七
匁
替
え
を
し
た
と
見

な
し
て
い
る）
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（

。

　

次
に
「
組
込
滞
利
」
に
つ
い
て
も
示
さ
れ
て
お
り
、
二
九
七
貫
七
五
匁
の
一
通

の
証
文
へ
と
書
き
換
え
た
時
に
含
め
ら
れ
た
組
込
滞
利
は
二
〇
貫
七
五
匁
と
あ

る
。
そ
し
て
、
残
高
が
二
三
三
貫
九
九
〇
・
一
六
匁
の
と
き
の
組
込
滞
利
は
一
五

貫
八
一
二
・
〇
一
匁
と
も
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
割
合
は
約
六
・
七
五
％
に
相
当
す

る
額
に
な
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
「
旧
諸
藩
御
証
札
員
数
目
録
」、「
証
券
覚
日
記
」
の
江
戸
時
代
中
の

内
容
を
中
心
に
、
森
本
家
近
江
屋
の
大
名
貸
に
つ
い
て
、
貸
付
先
の
特
徴
や
貸
付

額
の
状
況
を
中
心
に
分
析
を
試
み
た
。
本
稿
の
結
論
に
つ
い
て
は
次
の
二
点
に
ま

と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
に
、
表
１
の
「
旧
諸
藩
御
証
札
員
数
目
録
」（
全
容
）
に
基
づ
き
残
銀

高
・
残
金
高
を
合
わ
せ
た
要
点
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
①
森
本
家
近
江
屋
の
最

大
の
貸
付
先
は
九
州
の
諸
藩
で
あ
っ
て
、
合
計
で
銀
六
三
〇
〇
貫
目
余
と
金

二
万
九
〇
〇
〇
両
余
に
及
ん
だ
。
こ
の
事
か
ら
も
近
江
屋
の
大
名
貸
は
、
九
州
の
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諸
藩
に
重
心
を
置
い
た
展
開
を
見
せ
て
い
た
が
、
府
内
・
秋
月
・
厳
原
藩
の
よ
う

に
「
利
息
銀
高
」
が
「
残
銀
高
（
全
容
）」
を
上
回
る
藩
も
あ
っ
た
。
②
関
西
の

諸
藩
は
、
合
計
で
銀
三
〇
〇
〇
貫
目
余
と
金
一
万
七
〇
〇
〇
両
余
で
九
州
に
次
い

で
額
が
大
き
い
。
し
か
し
、
関
西
の
諸
藩
へ
の
債
権
に
は
不
良
化
し
た
も
の
が
多

い
傾
向
が
窺
わ
れ
る
。
貸
付
先
は
七
藩
だ
が
、
そ
の
内
の
高
槻
・
尼
崎
・
姫
路
藩

は
「
利
息
銀
高
」
が
「
残
銀
高
（
全
容
）」
を
上
回
る
。
そ
れ
に
、
明
石
藩
は
史

料
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
貸
付
額
も
多
く
、
加
え
て
組
込
滞
利
も
多
く
長
期
年
賦

化
さ
れ
た
藩
債
も
あ
っ
た
。

　

第
二
に
、
表
１
の
「
旧
諸
藩
御
証
札
員
数
目
録
」（
全
容
）
で
の
残
銀
高
の
み

で
は
東
北
が
最
も
多
い
が
、
こ
の
ほ
と
ん
ど
が
幕
末
の
盛
岡
藩
へ
の
貸
付
額
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
残
金
高
の
み
で
は
東
海
が
多
い
が
、
ほ
と
ん
ど
が
伊
勢

亀
山
で
占
め
ら
れ
る
。
他
に
も
、
近
江
屋
は
旧
幕
府
に
対
し
て
二
万
両
を
超
え
る

債
権
者
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
貸
付
先
で
は
盛
岡
・
明
石
・
伊
勢
亀
山
・
高
知
・

森
・
厳
原
藩
へ
集
中
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
高
知
藩
は
幕
末
に
急
激

に
貸
付
額
を
増
加
さ
せ
た
藩
だ
っ
た
が
、
元
銀
額
一
五
〇
〇
貫
目
余
に
対
す
る
元

入
銀
高
の
割
合
は
四
一
％
に
も
及
ん
で
お
り
、
他
藩
と
は
異
な
っ
て
返
済
が
進
ん

で
い
る
。

　

明
治
に
入
っ
て
急
激
に
経
営
を
衰
退
さ
せ
、
金
融
の
表
舞
台
か
ら
姿
を
突
然
消

し
た
近
江
屋
猶
之
助
両
替
店
だ
が
、
今
後
の
研
究
に
つ
い
て
は
幕
末
期
の
近
江
屋

の
親
戚
関
係
、
他
に
も
明
石
藩
の
藩
債
問
題
を
課
題
に
し
て
い
き
た
い
。
な
お
本

稿
作
成
後
に
、廣
岡
家
加
島
屋
久
右
衛
門
家
に
お
け
る
大
名
貸
債
権
と
藩
債
処
分
、

そ
の
後
の
経
営
再
建
の
研
究
が
刊
行
さ
れ
た）

11
（

。こ
こ
に
加
え
て
記
し
て
お
き
た
い
。

注（
1
）「
旧
諸
藩
御
証
札
員
数
目
録　

初
戻
り
」（
作
成
年
未
詳
〔
大
阪
商
業
大
学
商
業
史

博
物
館
所
蔵　

佐
古
慶
三
教
授
収
集
文
書
：
近
江
屋
Ｆ
一
一
―
四
〕）。
以
下
〔
佐
古

文
書
〕
と
略
す
。

（
２
）
史
料
に
は
元
銀
・
元
金
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
証
券
覚
日
記
」
か
ら
も
額
を
確
認

す
る
と
、
貸
し
付
け
ら
れ
た
元
銀
・
元
金
か
ら
元
入
銀
高
・
元
入
金
高
を
差
し
引
い

た
残
銀
高
・
残
金
高
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
３
）「
証
券
覚
日
記
（
森
本
店
）」（
明
治
六
～
八
年
〔
佐
古
文
書
：
近
江
屋
Ｆ
一
一
―

一
六
〕）。

（
４
）「
旧
公
債
五
十
ケ
年
賦
証
券
内
訳
」（
明
治
六
年
五
月
〔
佐
古
文
書
：
近
江
屋
Ｆ

一
一
―
二
三
〕）。

（
５
）
須
賀
博
樹
「
両
替
商
と
藩
債
処
分
―
森
本
家
近
江
屋
猶
之
助
の
場
合
―
」『
大
阪

商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
紀
要
』
一
八
号
、
二
〇
一
七
年
。

（
６
）
金
一
両
以
下
の
端
数
を
計
算
し
た
も
の
で
、
基
本
的
に
は
金
一
両
は
永
一
〇
〇
〇

文
、
金
一
分
は
永
二
五
〇
文
に
換
算
さ
れ
る
。

（
７
）「
扶
持
米
拾
五
俵
相
渡
通
」（
文
久
三
年
～
慶
応
三
年
〔
佐
古
文
書
：
近
江
屋
Ｆ

一
一
―
二
〕）
に
よ
れ
ば
、
佐
土
原
藩
か
ら
近
江
屋
猶
之
助
へ
扶
持
米
が
年
一
五
俵

贈
ら
れ
て
い
た
。

（
８
）
福
井
藩
は
元
々
、
表
１
の
（
注
３
）
で
述
べ
た
金
銀
額
だ
っ
た
。
表
１
の
「
証
券

覚
日
記
」（
旧
公
債
採
用
分
）「
Ｈ
：
元
金
高
」
と
図
３
―
２
に
示
し
た
金
額
は
、
大

幅
に
削
減
さ
れ
た
結
果
の
金
額
で
あ
る
。

（
９
）『
大
阪
市
史
』（
第
五
巻
）
一
九
二
七
年
、
八
六
五
頁
。

（
10
）「
江
戸
書
状
控
」（
天
保
一
四
年
～
弘
化
二
年
〔
三
井
文
庫
所
蔵　

別
三
一
三
〕）。

（
11
）「
留
帳　

森
本
」（
嘉
永
三
年
～
文
久
三
年
〔
佐
古
文
書
：
近
江
屋
Ｆ
一
一
―

一
七
〕）
所
収
。

（
12
）「〔
貸
金
簿
〕
森
本
」（
天
保
五
年
～
明
治
三
年
〔
佐
古
文
書
：
近
江
屋
Ｆ
一
一
―

二
四
〕）。
須
賀
博
樹
「〈
史
料
紹
介
〉
幕
末
維
新
期
森
藩
大
坂
借
財
史
料
」『
玖
珠
郡

史
談
』
六
八
号
、
玖
珠
郡
史
談
会
、
二
〇
一
一
年
。

（
13
）「
旧
幕
府
御
用
金
証
文
之
写
」（
明
治
〔
佐
古
文
書
：
近
江
屋
Ｆ
一
一
―
三
〕）。
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（
14
）「
証
券
覚
日
記
（
森
本
店
）」（
明
治
六
～
八
年
〔
佐
古
文
書
：
近
江
屋
Ｆ
一
一
―

一
六
〕）。

（
15
）「
証
券
覚
日
記
（
森
本
店
）」（
明
治
六
～
八
年
〔
佐
古
文
書
：
近
江
屋
Ｆ
一
一
―

一
六
〕）。

（
16
）
こ
れ
は
「
元
年
度
慶
応
三
卯
年
十
一
月
出
銀
」
と
あ
る
。

（
17
）
こ
れ
は
史
料
で
の
銀
額
で
あ
っ
て
、計
算
し
た
銀
額
は
二
七
九
貫
八
〇
一
・
一
七
七

匁
に
な
る
。

（
18
）
日
本
銀
行
調
査
局
『
図
録　

日
本
の
貨
幣
５
』
東
洋
経
済
新
報
社
、一
九
七
四
年
、

一
五
頁
・
九
四
頁
。

（
19
）慶
応
三
年
一
二
月
の
調
達
で
、元
入
銀
高
六
〇
貫
目
で
、残
銀
高
四
〇
貫
目
で
あ
る
。

（
20
）
史
料
で
の
四
百
目
は
誤
記
で
、計
算
す
る
と
四
十
目
が
正
し
く
次
の
よ
う
に
な
る
。

一
五
三
貫
一
一
〇
匁
÷
一
貫
目
＝
一
五
三
・
一
一
匁
。
一
五
三
・
一
一
匁
×
四
〇
匁
＝

六
貫
一
二
四
・
四
匁
。）

（
21
）
七
〇
貫
目
÷
一
貫
目
＝
七
〇
匁
。
七
〇
匁
×
四
〇
匁
＝
二
貫
八
〇
〇
目
。

（
22
）
二
三
貫
一
一
〇
匁
÷
一
貫
目
＝
二
三
・
一
一
匁
。
二
三
・
一
一
匁
×
四
〇
匁
＝

九
二
四
・
四
匁
。

（
23
）
家
老
名
は
次
の
文
献
を
参
照
し
た
。
橋
本
博
編
『
改
訂
増
補
大
武
鑑
』（
中
巻
）

名
著
刊
行
会
、
一
九
六
五
年
、
八
二
四
頁
。
な
お
、
小
倉
藩
は
近
江
屋
半
左
衛
門
に

銀
六
〇
〇
貫
目
の
借
入
残
高
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る（「
大
坂
袖
鑑　

全
」（
天

保
一
一
年
〔
佐
古
文
書
：
地
誌
Ｃ
四
―
七
一
〕）
五
〇
丁
付
紙
）。

（
24
）
史
料
と
計
算
で
の
数
字
は
異
な
る
が
、
計
算
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

二
九
七
貫
〇
七
五
匁
÷
一
貫
目
＝
二
九
七
・
〇
七
五
匁
。
二
九
七
・
〇
七
五
匁
×

二
一
二
・
三
五
三
〇
七
匁
＝
六
三
貫
八
四
・
七
八
八
匁
。

（
25
）
高
槻
泰
郎
編
『
豪
商
の
金
融
史
―
廣
岡
家
文
書
か
ら
解
き
明
か
す
金
融
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
二
年
。
大
阪
市
立
住
ま
い
の
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
（
く
ら
し
の
今
昔
館
）
編
『
商
都
大
坂
の
豪
商
・
加
島
屋　

あ
き
な
い　

町
家　

く
ら
し
』
大
同
生
命
株
式
会
社
、
二
〇
二
二
年
。


